
人事行政の運営等の状況について　　(平成17年度版）

　「習志野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、昨年までの職員の給与の状況に、職員の
任用、勤務条件等を加え、人事行政の運営等の状況について公表します。

①職員採用の状況 ②退職者の状況 （平成16年度）

（注）その他は、千葉県教職員への転出です。
（注）選考は、千葉県教職員からの転入です。

③部門別職員数の状況 （各年4月1日現在）

（注）教育長を含む。

④級別職員数の状況 (平成17年4月1日現在）

（注）教育長を除く。　教育職は、習志野高等学校の教員です。

⑤定員適正化計画の状況
・定員適正化目標（数・率）
　計画年度　平成9年度～19年度
　最終年度の計画人員　全部門　　1,500人　（307人減、16.99％減）

・主な定員適正化手法の概要
　退職者不補充を基本として、平成19年度末までに職員数1,500名以下とします。
　なお、市民サービスを低下させないことを基本として、多様化する行政需要に対応するため、民間委託、施設の統合、
　事務事業の見直し等を行い、定員増にならない方法で積極的に新規需要に対応してまいります。
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・定員適正化計画の年次別進捗状況 （各年4月1日現在）

（注）教育長を含む。

①職員給与費の状況 （全会計当初予算）

（注）・派遣職員、再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員を除く。
　　　・職員数は、予算編成時の見込数です。
　　　・「職員手当」とは、扶養手当・通勤手当・住居手当等の各種手当（退職手当を除く）をいいます。

②職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 (各年4月1日現在）
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③職員の初任給の状況 (平成17年4月1日現在）

Ⅰ種 円 Ⅰ種 円
Ⅱ種 円 Ⅱ種 円

円 円 円 円

④職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (各年4月1日現在）

大学卒 円 円 円
高校卒 円 円 円
大学卒 円 円 円
高校卒 円 円 円

円 円 円
大学卒 円 円 円
高校卒 円 円 円
大学卒 円 円 円
高校卒 円 円 円

円 円 円

⑤昇給期間短縮の状況

人 人 人 人

％ ％ ％ ％

⑥職員手当の状況 (平成17年4月1日現在）

・配偶者　                　13,500円 ・配偶者　                　13,500円
・配偶者以外の扶養親族 ・配偶者以外の扶養親族
　　　2人目まで　　1人　　6,000円 　　　2人目まで　　1人　　6,000円
　　　3人目から　　1人　　5,000円 　　　3人目から　　1人　　5,000円
・16歳から22歳までの子等 ・16歳から22歳までの子等
　　　1人につき　　　　　 5,000円加算 　　　1人につき　　　　　 5,000円加算
・借家の場合 ・借家の場合
　　（家賃12,000円を超える場合に限る） 　　（家賃12,000円を超える場合に限る）
　　家賃の額に応じ27,000円を限度に支給 　　家賃の額に応じ27,000円を限度に支給
・自宅の場合 ・自宅の場合　　　　　　　　2,500円
　　　世　帯　主　　　　　　10,000円 　　　　　　　　　　　　（新築・購入後5年間支給）
・電車、バスを利用する場合 ・電車、バスを利用する場合
　　交通機関が発行している最も長い通用期間の 　　交通機関が発行している最も長い通用期間の
　　定期代相当額を全額支給 　　定期代相当額を支給（1月当り限度額55,000円）
・乗用車等を使用する場合 ・乗用車等を使用する場合
　　使用距離等に応じて 　　使用距離等に応じて
　　　2,000円～37,630円を支給 　　　2,000円～24,500円を支給
　　　　　　　　　期末手当　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　期末手当　　　　勤勉手当
  6月期  1.40月分　　　　　　　　 0.70月分   6月期  1.40月分　　　　　　　　 0.70月分
12月期  1.60月分　　　　　　　　 0.70月分 12月期  1.60月分　　　　　　　　 0.70月分
　　　計  3.00月分　　　　　　　　1.40月分 　　　計  3.00月分　　　　　　　　1.40月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有
　（支給率）　　　自己都合　　　　勧奨・定年 　（支給率）　　　自己都合　　　　勧奨・定年
勤続20年　　　21.00月分　　　28.0875月分 勤続20年　　　21.00月分　　　27.30月分
勤続25年　　　33.75月分       43.3350月分 勤続25年　　　33.75月分  　  42.12月分
勤続35年　　　47.50月分　　　60.9900月分 勤続35年　　　47.50月分　　  59.28月分
最高限度額    60.00月分　　　60.9900月分 最高限度額　 59.28月分　　　59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置　（2～20％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2～20％加算）
　退職時特別昇給　1号給　（平成18年4月廃止）
１人当たりの平均支給額(平成16年度決算)
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⑦特別職の報酬等の状況（特別職の給料または報酬等は、審議会の答申を受けて条例で定められています。）
(平成17年4月1日現在）

円 円
円 円
円 円
円
円

（注）「期末手当」については、一般職の職員と同様の加算措置があります。

①職員の勤務時間（標準的なもの) (平成17年4月1日現在）

②休暇・休業の状況(件数等は平成16年1月1日～平成16年12月31日）

企業管理者

休憩時間 休息時間

12時15分から13時まで
12時から12時15分まで
及び15時から15時15分

1の年につき20日間付与。（前年に未使用日数がある場合は、最大20日を翌年に繰越。また、年
の途中で採用された者は当該年の在職期間に応じ付与。）
平均取得日数　10.9 日
職員が、負傷又は疾病のため療養する必要がある場合に、120日を超えない範囲内で療養のた
め勤務をしないことがやむを得ないと認められる期間、取得することができる。
承認件数　238件

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇（5日）、結婚休暇（7日）、分娩のための休暇（分娩日の前8週・後9週）、配偶者の出
産休暇（3日）、忌引休暇（1～7日）、夏季休暇（9日）、人間ﾄﾞｯｸ受診のための休暇（2日）等

職員が、配偶者等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものを看護する
ため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、1の年につき180日を超えない期間、取得
することができる。
職員が、任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合に、1の年
につき30日を超えない範囲内で取得することができる。
承認件数　0件

職員が、3歳未満の子を養育するため、その子が3歳に達するまで、育児休業をすることができる。
承認件数　62件

看護休暇
（無給）

特殊勤務手当
（平成16年度決

算）

4.40月分計730,000教育長
720,000

年次休暇
（有給）

育児休業
（無給）

組合休暇
（無給）

療養休暇
（有給）

特別休暇
（有給）

調整手当
 　（平成17年
　　 4月1日現在）

区　　　　　分 全　　職　　種

全域

支給対象
地域

支給率

8%
（国 … 3％）

支給対象職員

1,525 人

代表的な
手当の名称

54.9%
48,963

支給総額

円

支給額の多い手当

多くの職員に
支給されている手当

職員全体に占める手当支給職員の割合
支給対象職員１人当たり平均支給年額
手　当　の　種　類　　（ 手当数 ）

年度

千円
千円

444,764
453,614

収入役

議長
副議長
議員

810,000
730,000

報酬月額

2.10月分
540,000
500,000

2.10月分
2.30月分
4.40月分

　6月期
12月期

480,0002.30月分 計

終了時刻
1週間あたり
の勤務時間

開始時刻

休暇の種類

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

38時間45分 8時30分 17時

内容等

時間外勤務手当

950,000
　6月期
12月期

助役

区分 給料月額
市長

16年度決算
15年度決算

ごみ処理作業手当・し尿処理作業手当･
夜間手当･消防業務手当･保育手当

287 千円
千円286

期末手当区分期末手当

職員１人当たり
平均支給年額

保育手当・夜間手当・消防業務手当･
幼児教育手当・ごみ処理作業手当

51

支給対象職員１人当た
りの平均支給年額
（平成16年度決算）

443,255 円



①分限処分の状況 （平成16年度）

②懲戒処分の状況 （平成16年度）

（平成16年度）

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

①職員研修の状況 （平成16年度）

②勤務評定制度の状況（平成16年度）

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

①職員の健康診断の状況 （平成16年度） ②公務災害補償の状況 （平成16年度）

③厚生費助成

　健康増進事業（人間ドック、文化・スポーツ活動、福利厚生活動）

８．職員の採用試験の状況
（平成16年度）

９．千葉県市町村公平委員会の業務の状況
（平成16年度）

５．職員の服務の状況

0

00合計 0 0 0

処分事由
法令に違反した場合

682 536 117

保育士・幼稚園教諭 171 145 33
70 19

合計

14 12.2
86

5

16
22 20 6 1 22.0

12 6 3 5.3

8 10.8

2 2 0

7 5 1 9.0

35
24.016 5

1,032

区分

区分 倍率

認定件数
公務災害 3
通勤災害 0

定期健康診断

研修内容
新規採用者、昇格者に対して各階層で必要とされる行政運営に関する研修

派遣研修

受験申込者
数

第1次試験受
験者数

区分

第1次試験合
格者数

最終合格者
数

受診者数
247

人間ドック

研修区分
階層別研修

受講者数
77

　本市では、育成型の人事考課として目標管理制度を導入し、部下の業務遂行状況について上司が評価、指導
を行うシステムを構築し、職員の能力開発、業務の効率性・効果性の向上に取り組んでおります。また、個々の
職員が自己の業績、能力、適性、意見、希望等を人事担当に意思表示する自己申告制度を導入し、適材適所の
職員配置や職場の活性化に役立てているところです。

119 自治大学校、千葉県自治専門校、市町村職員中央研修所等への派遣
特別研修

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったとき

免職

0
0 0 0 0 0
0 0 0

36

合計
0

停職

0

0 0 0 0

0
0 0 0 0 0
0 0 0

降給

36
0 0 0 0 0
0 0 36

0 0
降任 免職休職

41 34

合計

合計
0 0 0

４．職員の分限及び懲戒処分の状況

6 1 41.0

不利益処分に関する不服申立ての状況

件数
0
0

区分
勤務条件に関する措置の要求の状況

処分事由
勤務成績がよくない場合
心身の故障の場合
職に必要な適格性を欠く場合

65 政策形成実践研修、女性職員エンパワーメント研修、他市との合同研修等を実施

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合
刑事事件に関し起訴された場合

安全で住みよい街づくり市民大会参加等

0

0 0 36 0

戒告 減給

営利企業等の従事許可 4 参議院選挙における投票管理者等

区分
職務専念義務の免除

件数
99

主な内容

9

40 17.1
消防職

埋蔵文化財発掘調査員

作業療法士
保健師
栄養士

　地方公務員第42条に基づき、職員の保健、元気回復、その他の厚生に関する事業として、市職員互助会が実
施している次の事業に対して助成しております。

事務職
土木技術職
建築技術職

24 1
11 28.0308 230


